
 

２０２４年７月１１日 

 

「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる 

高度化にかかる着眼点」を踏まえた取組状況について 

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：加治 資朗、以下「当社」）

は、生命保険協会が２０２３年２月に公表し、２０２４年４月に更新した「営業職員チャネルのコンプライアンス・リス

ク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」を踏まえた取組状況について、別紙のとおりお知らせいたします。 

 

 

＜添付＞ 

別紙：「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」を踏まえた取組状況 

について 
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２０２４年７月 
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

 
「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる 

高度化にかかる着眼点」を踏まえた取組状況について 

 
営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化に向けた２０２３年度の取

組みについて、生命保険協会が公表している「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態

勢の更なる高度化にかかる着眼点（以下「着眼点」と言います。(※)）」に記載の６項目に沿って、昨

年度の報告内容から強化した取組み・追加した取組みを中心にご報告いたします。 

当社はこれからも、お客さまに安心と満足をお届けし、お客さま・社会から信頼される企業として

成長し続けるため、「着眼点」を踏まえつつ、営業職員チャネルにおけるコンプライアンス・リスク管

理態勢について、継続的にＰＤＣＡを回し、実効性を高めてまいります。 

（※）「着眼点」掲載 生命保険協会ホームページ https://www.seiho.or.jp/info/news/2024/20240419_2.html 

 

１．ライフ・コンサルタントについて 

「着眼点」に記載された「営業職員チャネル」には、当社ではライフ・コンサルタント（以下「Ｌ

Ｃ社員」と言います。）が該当します。ＬＣ社員は、お客さまに生命保険販売を直接行う社員（生命保

険募集人）です。ＬＣ社員は「ＬＣ営業部」に所属し、ＬＣ営業部管下の全国に所在する「ＬＣ支

社」を拠点として、代理店との共同募集および独自マーケットにおける保険募集に従事しています。

なお、ＬＣ社員の社員数は３５６名です（２０２４年７月現在）。 

 

２．取組状況について 

（１）コンプライアンス・リスク管理態勢 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスク管理態勢」は、各社の業務運営の基礎となる組織体制の構築や企業文

化の形成等を指す。営業職員チャネルの特徴・強みであるお客さまとの強固な信頼関係に応え変わ

らぬ安心をお届けしていくためには、目指す理念や価値観の共有、実効的な統制策を遂行する強固

な組織体制の構築等、健全なコンプライアンス・リスク管理態勢の整備・維持が求められる。 

当社では従来から、お客さま第一を起点に、コンプライアンスを経営の根幹と位置づけており、各職

場での定期的な意見交換等を通じて、全社員にその重要性の浸透を図っています。 

・ＬＣ営業部では、コンプライアンス責任者であるＬＣ営業部長が、コンプライアンスを重視する組

織文化の確立を図るため、自らの言葉でＬＣ社員に研修を実施し、ＬＣ社員がお客さま第一・コン

プライアンスについて論議・意見交換する機会を設けています。 

・ＬＣ支社長は、年１回の「企業品質」を考える職場ミーティング、月１回以上の「お客さま第一」

を考える職場ミーティングを通じ、社内外で発生している不祥事件等を題材に、ＬＣ社員が自律的

にリスクを認識し、オープンな論議・適切な報告がなされるよう取り組んでいます。 

・ＬＣ営業部（１線）とコンプライアンス部（２線）との間で、月１回コンプライアンス意識の浸透、

不祥事件の未然防止等に関する課題を共有し、ＬＣ営業部に対するコンプライアンス指導やモニタ

リングを行っています。また、監査部（３線）はリスクベースの観点でＬＣ支社に監査を実施して

います。 
 

別紙 

https://www.seiho.or.jp/info/news/2024/20240419_2.html
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（２）コンプライアンス・リスクの評価 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
｢コンプライアンス・リスクの評価｣は、自社の事業における固有のリスクや、防止すべき不適正事

象の影響度・頻度等について、適切に評価することを指す。それぞれのリスクに応じた適切な態勢

を構築するコンプライアンス・リスク管理の考え方においては、各社にて営業職員チャネルの特徴

や自社の特性等に応じたリスクの評価がなされることが求められる。 

当社では、全社共通の「お客さま第一・コンプライアンス・プログラム」を取締役会の決議によって

策定しています。当該プログラムの進捗状況は、企業品質管理部とコンプライアンス部が定期的に確

認・フォローしています。 

・ＬＣ営業部は、全社共通の「お客さま第一・コンプライアンス・プログラム」に基づき、自部の特

性や課題を踏まえて「お客さま第一・コンプライアンス実行計画」を策定し、コンプライアンス・

リスクを自己評価する態勢としています。 
 
（３）コンプライアンス・リスクに対するコントロールの整備・実施 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスクに対するコントロールの整備・実施」は、統制環境やリスク評価にも

とづく、コンプライアンス・リスク管理上の具体的な統制策に関する取組みを指す。営業職員チャ

ネルの不適正行為の防止のためには、前述のリスク評価の結果も踏まえた強固な統制策の整備・実

施が求められる。 

当社では、「お客さま第一・コンプライアンス実行計画」の実践および評価結果に基づく対応策の実施

等を通じて、実効性の観点から見直しを重ねながら取り組んでいます。 

・ＬＣ社員に対して、コンプライアンスに関する研修受講、ｅラーニングによる自習等を義務付け、

コンプライアンスに関する意識および知識の一層の定着を図っています。また、ＬＣ営業部では、

ＬＣ営業部長による全社員を対象としたコンプライアンス研修、独自作成のコンプライアンステス

トを実施しています。 

・ＬＣ社員の活動管理に関しては、独自の管理システムに毎日の活動記録を入力することを義務付け、

ＬＣ支社長等がこれをモニタリングし、必要に応じて指導を行っています。また、ＬＣ支社長は活

動記録等をもとに、不適正事象等の予兆管理・観察を行っています。 

・ＬＣ社員の日常活動や環境の変化に関する情報を把握するために、ＬＣ支社長等が兆候管理点検を

毎月実施しています。 
 
（４）コンプライアンス・リスクのモニタリングおよび不適正事象の（予兆）把握時の対応 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「コンプライアンス・リスクのモニタリング」は、自社におけるリスク評価やコントロールの状況

を含む、自社のコンプライアンス・リスク管理態勢の整備・機能状況の監視を指す。新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大やデジタライゼーションの進展等に伴うリモート環境下での活動機会の

増加等、環境の変化によりリスクの状況や統制策の実効性等も変化しうるものであり、実効的なコ

ンプライアンス・リスク管理態勢の維持のためには、コントロールを通じて得られる不適正事象の

（予兆）情報も含め、適切なモニタリングの実施が求められる。 

当社では、日常的なモニタリング等を通じて、不適正事象のおそれがある事案やお客さまからの苦情

をシステムに登録し、一元的に管理、分析しています。これにより、不適正な募集を防止するための
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取組みを行っています。 

・ＬＣ営業部では、毎月募集した契約の意向把握シートおよび面談記録を抽出し、点検を行っていま

す。点検の結果、面談記録等の記載が不十分であり、改善が必要と判断したＬＣ社員には、個別に

改善指導を行っています。 

・住所変更や名義変更等、不適正事象につながるリスクのある手続きについて、ＬＣ支社長等がお客

さまへ直接連絡し、確認を行っています。 

・不適正事象のおそれがある事案を発見した際やお客さまから苦情（不満足の表明）を受け付けた際

は、コンプライアンス部と企業品質管理部が確認し、傾向分析等を行っています。分析結果を踏ま

えて、ＬＣ営業部長等がＬＣ社員に面談し、再発防止を図っています。 
 

（５）コミュニケーション 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
ここでいう「コミュニケーション」とは、必要な情報が適時適切に、社内外の関係者に伝達される

ための管理態勢および日常業務における取組みを指す。社内環境等の要因によるコミュニケーシ

ョンの不足は、不適正事象の抑止・発見の阻害要因ともなり得ることから、社内・社外（お客さま

や各種ステークホルダー等）との適切なコミュニケーションが行われる環境や態勢を構築するこ

とが求められる。 

当社では、お客さまの声の収集や社員間の意思疎通の円滑化など、社内外との適切なコミュニケー

ションを促進するための、環境や態勢の構築に取り組んでいます。 

・当社は、オフィシャルサイトのバナーを一新し「アンケートご協力のお願い」が際立つ表示とした

こと、会社公式ＬＩＮＥへの投稿ができるＬＩＮＥメッセージ配信を開始したことなどの仕組み

作りを行っています。 

・ＬＣ支社では、定期的に朝礼・会議等を実施しており、ＬＣ社員同士が互いに知識や経験を共有

し、悩みを相談できる機会を設けています。 
 
（６）監査 

＜「着眼点」の記載内容＞ 
「監査」部門は、三線管理態勢において、営業組織等の業務部門（１線）・コンプライアンス部門

（２線）のコンプライアンス・リスクに関する態勢や取組みが適正かつ有効に構築・実施されてい

るかの検証を行い、改善につなげる役割を担っている。営業職員チャネルのコンプライアンス・リ

スク管理態勢が実効的に整備されるにあたり、監査部門が営業職員チャネルの特性や自社を取り

巻く環境等を理解し、役割を発揮していくことも求められる。 

当社では、内部監査部門として、独立した取締役会直属組織である監査部を設置し、実効性ある内部

監査を実施する態勢の構築に取り組んでいます。 

・２０２３年度は、リスクベースの観点で選定したＬＣ支社（２拠点）に監査を実施し、必要な改善

取組みを促しています。 

・なお、内部監査結果および改善状況については、取締役会に報告しています。 
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３．今後の取組み 

当社は、社会からの期待に応え、お客さまに安心と満足をお届けするため、引き続き、営業職員チ

ャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の高度化に真摯に取り組んでまいります。今回ご報告し

た取組みを含め、様々な取組みにおいて、運営上の課題を見極め、具体的な改善策を講じ、ＰＤＣＡ

サイクルを継続的に回すことで、取組みの実効性を高めてまいります。 
また、経営環境の変化に柔軟に対応し、常にお客さまのニーズに合わせたサービスを提供するため、

社員一人ひとりが主体的に「お客さま基点」の徹底を心掛け、「お客さま第一の業務運営」を実践して

まいります。 
当社の中期経営計画の基本コンセプトである、お客さまからの「感謝・感動・信頼」の実現に向け

て、より高品質なサービスを提供し、お客さまから選ばれ続ける生命保険会社を目指してまいります。 
 

以上 


